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９．国際出願（意匠）に係る件数表

件数a 意匠数b b／a 件数a 意匠数b b／a
125 411 3.3 83 252 3.0

資料：

注１： 国際登録出願とは、日本国特許庁を通じて行われる意匠の国際出願である。
注２：

注３：

注４： 本表の数値は、2016年3月4日現在の数値である。

問合せ先：出願課国際意匠・商標出願室、意匠課

１０．国際意匠登録出願に係る件数表（指定国官庁）

452 2 2 2

注１：

注２：

問合せ先：出願課国際意匠・商標出願室、意匠課、審査業務課登録室

ファーストアクション件数は、審査官による審査結果の最初の通知（登録査定又は拒絶の通報）が
名義人又はWIPO国際事務局へ発送された件数である。

本表の国際出願は、日本国に居住する者がWIPO国際事務局に対して直接又は日本国特許庁を
通じて行った意匠の国際出願をカウントしている。

国際意匠登録出願とは、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願のうち、日本国を指
定したものであって、当該国際出願に係る国際登録について国際公表がなされたことにより、日
本における意匠登録出願とみなされた国際出願のことである。なお、国際意匠登録出願は、国際
公表日を基準としてカウントしている。

2015年

本表の国際登録は、日本国に居住する者がWIPO国際事務局に対して直接又は日本国特許庁を
通じて行った意匠の国際出願のうち、国際登録に至った件数をカウントしている。

出願件数 登録件数

21

登録査定件数ﾌｧｰｽﾄｱｸｼｮﾝ件数

国際出願件数及び国際登録件数については、WIPO Statistics on the Hague Systemを基に特許
庁作成

年＼種別 国際登録出願件数 国際出願件数 国際登録件数

2015年

国際出願件数及び国際登録件数については、WIPO IP Statistics Data Centerを基に特許庁
作成
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